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は じめに

19世紀のイングラン ドにおけるフ リーバ ンキングの主張を支 えた勢力の一つは、その

当時急速に台頭 しつつあった株式銀行 であった。本稿では、株式銀行の立場 を代表する

重要 な論客 であったJ.W.ギ ルバー トの議論を考察す ることによ り、株式銀行 の擁護論

とフリーバ ンキング論 との関連 を見てい くことにする。

主に取 り上げるギルバー トの著作は、『1839年の貨幣市場 の窮迫の原因についての研
ほラ 　

究』(1840年)と 『通貨 と銀行業』(1841年)で あ り、いずれ も1844年 の銀行法の制定に

先立つ時期 で、いわゆる通貨論争が華々 しく行 われた頃に出版 されたものである。この

論争 で一般になされている学派の区分によるならば、ギルバー トは言うまでもな く銀行

学派に属する。

イングラン ドにおいて株式銀行が急速に設立され始め るようになったのは1820年 代以

降であ り、次第に個人銀行 に代わって力量 をつけていった。 当時、株式銀行 に対 してさ

まざまな規制がなされていたが、そのうちで最 も主要 なものは、6名 以上のパー トナー

で構成 され る銀行の発券の禁止であった。少な くとも19世紀の前半 までは、銀行券の発

行 は銀行 にとって収益 を獲得す る重要な手段であったために、この制約は大銀行の発展

を妨げるこ とになったとされている。

この当時、産業の発展に対す る金融 システムの立 ち後れは、1825年 、1836年 、および

1839年 の激 しい金融パニックとして表面化 した。1826年 には前年のパニ ックと経験 をふ

まえて、ロン ドンから65マ イル以上離れた地域では株式銀行 も銀行券 を発行することが

で きるようになった。また、イングラン ド銀行の支店が主要都市に開設された。 しか し

同時に、5ポ ン ド以上 の地方銀行券の発行 を廃止す るという措置 もとられている。 こう

した措置 と並行 して、政府や イングラン ド銀行による通貨流通管理へ向けた動 きも強ま

りつつあった。
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他方では、規制の廃止や緩和を求め る地方銀行や株式銀行の動 きが この頃か ら活発化

し始めていた。独 占的なイングラン ド銀行の支店開設に対す る反対行動(1826年)、 印紙

税の不公平に対す る地方銀行 の抗議行動(1828年)、 あるいはイングラン ド銀行の特権の

廃止 を求め る請願行動(1828年)な どが行 われた。1833年 には政府による規制強化の試

みに対 して反対運動が行われ、同年の銀行法にその内容が盛 り込まれるの を阻むことに
く　

成功 して い る。
　

ギル バー トの生 涯 は株 式銀行 の発展 とと もにあ っ た とい って も過 言 で は ない。 彼 は

1794年 に ロン ドンに生 まれ、19歳 でロ ン ドンの銀行 に就 職 した。 その銀行 が1925年 に営

業 を停 止 したの に伴 って、バー ミンガムの大 企業の支 配人 に ご く短 い間就任 したのち、

ア イル ラ ン ド ・プ ロウ ィンシャル銀行 に入 り、キ ルケニー支 店 とウ ォー ター フ ォー ド支

店の 支配 人 を歴任 した。1827年 に 『銀行 業の実 践』 を出版 したの をか わ ぎりに、仕事 の
く　

かたわ ら著述活動や啓蒙活動に生涯 を通 じて積極的に関与 し続けた。 この他の主な著作
く　

に、 『銀行業 の歴 史 と原理 』(1834年)や 『銀行 業の論理 』(1859年)な どが あ る。

1833年 に ロン ドンへ戻 って、 ロン ドン最 初 の株 式銀行 であ るロン ドン ・ウ ェス トミン

ス ター銀行 の設立 に参画 し、 同行 を英 国有数 の株 式銀行 に育 て上げ た。 ギルバー トは議

会 の委貝会 で もしば しば証 言 を行 ってい る。1837年 の株 式銀行 に関す る下院委 員会、1840

年 の地方銀行 券 の流通 に関す る下 院特別 委員会 、お よび1847年 の金融 市場 の窮迫 につ い

て の両院委 員会 であ る。 また、1838年 の 「株 式銀行協 会」の 設立 に も参 画 してい る。 王

立協会 の会 員 をつ とめ、1863年 に69歳 で死去 した。

1.パ ー マ ー の 原則 と通 貨

ギルバー トの主張を検討する場合 には、1844年 銀行法、ならびに同法成立に先立つ時

期のイングラン ド銀行 の運営の原理 であったパーマーの原則についての議論 を避けて通

るわけにはいかない。本稿 で取 り上げる文献は、 とくに後者に対す る批判 を主な目的 と

している。バーマーの法則は周知の とお り、外国為替の状態に対応 して通貨量を調整 し

ようとす る意図に基づ き、イングラン ド銀行の負債の2/3を 有価証券で、1/3を 金 ま

たは鋳貨で保有 し、その負債額 を金保有量 と一致させて変動 させ ようとす るものであっ

た。 もちろん、この原則は必ず しも首尾一貫 して実行 されたわけではな く、その理解や
　

運用方法についてはその原則の支持者の間でも違いがあったが、通貨論争 を経る中で理

論的に体系化 され、やがて1844年 銀行法 として具体化 され ることになる。

ギルバー トは、『1839年の貨幣市場の窮迫の原因についての研究』の中で、1839年 の金

融恐慌の経過 と原因について考察するとともに、この原則に対する批判を詳細に論 じて

いる。
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まず、 ギルバー トとこの原則の支持者 との間では、金融パニ ックの原因について見解

が根本的に異なっていることが挙げられなければならない。ギルバー トか ら見ると、1839

年の貨幣市場の恐慌は、1837,8年 の貨幣の豊富 と安価の結果 として生 じたのである。こ

の イングラン ド銀行の通貨緩和政策によって利子率が下落 し、高利回 りを追求する資金

がアメ リカなどの外国債券の購入や、鉄道への投資などへ向かい、結果 として国内外へ

の投機的投資が促 され ることになったのであ り、 その根本的原因はパーマーの原則に基

づ いて金融政策が遂行 されたことにあるとする。 これに対 し、パーマー をは じめ とす る

通貨学派に属する論者たちは、株式銀行 による過剰発行 と外国公債への投資がこの恐慌
ゆ

の原因であると見ていた。

この原則に対す るギルバー トの批判は、 まず第一 に、通貨量 を外 国為替に基づいて調
　

整す るとい う点 に向け られている。本来的に通貨への需要は国内での交易量に対応 して

変化するものであるに もかかわちず、通貨量が外国為 替の状態によって調整 され、その

変化分が補正 されないならば、商品価格や利子率の不必要な変動 を招 き、過剰 になった
　

場合には過剰 資金が投機的投資に回ることになるというのである。次いで、紙幣流通 と

金融流通 とを同一視 して通貨調整が行 われるという点に も批判が向け られる。紙幣 と金

属通貨 とでは流通 メカニズムが異な り、 これ らが混合 した場合の通貨量の変動 はすべて

が金属通貨か ら構成 され る場合 とは異なるとい う主張がなされる。地金が通貨 として働

くまでには時間的遅延が存在す るなどの性質があるに もかかわ らず、パーマーの原則で

はこうした点が無視 され るために通貨量の変動が激化 することになる。 ギルバー トは、

生起す る現象 を 「為替が転調す る点 まで通貨が増大 させ られ ると、金は準備がほとん ど
　

枯渇す るまで流出 し続け る」 という 「サ イホンの働 き」にたとえている。

ギルバー トは、パーマーの原則が想定 している通貨 と外 国為替の変動過程、すなわち

発行量の縮小か ら始 まり、価格の下落、輸 出の増大、外国為替の順調への転化 と金の流
くエか

入へ と至るプロセスの各段階について綿密 な検討 を行 っている。そこに見られる特徴 は、

貨幣需要の状態や銀行に よる信用が与 える影響に注 目して議論 を展開 しているとい う点

である。

最初の流通量の縮小段 階では、流動1生の異なる預金の作用が考察 されている。 イング

ラン ド銀行に よる政府証券の売却や、貸付 と割引の引 き締め効果は、預金の引き出 しに

よって弱め られ るものの、同行が最終的に流通量 を縮小 しうるのは、流動1生の低 い預金、

つま り政府、管財 人(trustee)、 受託人(assignee)、 および交易に携わっていない人々

の預金が存在 しているか らだ とされている。

また、価格下落の過程 では、信用、お よび商業手形や銀行手形による銀行券の代替に

よって価格下落の作用が緩和されることが指摘 されている。 ここで、株式銀行の信用力

の もつ効果に高い評価が与 えられていることは言 うまでもない。 また、高利禁止法の改
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訂によって利子率変化 の自由度が広げ られ、た とえば貨幣縮小の際に、低価格で商品が

売却 され る代わ りに、た とえ高利子 ではあって も資金の借入が容易になるこ と、つ まり

信用の機能が強化 され ることによって、価格変動 を緩和する効果が強め られ ることも指

摘 されている。 ギルバー トは、信用の拡充が一般的に価格の下落に対す る抑止力として

働 き、このため、交易が投機的にではな く分別 をもって行 われているならば、通貨の収

縮によって突発的で深刻 な価格の下落 を引 き起こしに くくなると見ているのである。 し

か し、同時に、通貨の引 き締めによって価格が下落 しに くくなって も、交易は停滞 し、

失業が増 えることは避けられない ともされてい る。こうした信用の機能の拡充は、パー

マーの原則が もつ誤 りの根拠 として取 り上げられているが、 それ 自体、株式銀行の発展

が もたらす肯定的な現象 として も受け止め られている。

また、ギルバー トは、通貨の収縮 とそれによる価格の下落が、パーマーの原則が想定

しているごとく金の流出の防止に実際にはつ ながらない とも主張す る。その理 由として、

輸出の増大には諸外国の消費需要が大 きな要因 として働 くこと、輸出業者はイングラン

ド銀行 の政策転換に よって輸 出向けの商品の購入を直ちに増大 させずに、価格がより低

下するまで待機す る可能性があ り、価格変化が為替に影響 を与 えるまでには無視 しえな

いタイムラグが存在 しうること、また輸出向け商品の購入に伴 って輸出手形が市場 で売

却 され るならば為替は順調になるにして も、それによって金の輸 出が減少するかいなか

は、金 と手形のいずれが商人によって選好 され るかによることなどが挙げられている。

いずれにせ よ、流通量の縮小 による為替のコン トロールは非常に複雑で しか も長々 とし

た過程であ り、そのためその過程の途 中でイングラン ド銀行 は支払停止 を迫 られ、当初

の 目的が達成 されたときには、倒産や解雇、資産の減価、そ して信用の欠乏の拡大 とい

う結末 を迎えるこ とになりかねないとしている。

さらにギルバー トは、パーマーの原則に基づ くシステムが もたらす弊害について も詳
〔13)

細に論 じているが、 この点に関 しては、この原則が貨幣保蔵に及ぼす作用についての考

察が注 目される。彼は通貨流通 を、実際の交易に利用 され る「活動的流動activecircula-

tion」 と、保蔵 され る 「非活動的流通deadcirculation」 とに区分 し、商品価格や外国為

替は 「活動的流通」の影響 を受け るとしている。パーマーの原則が適用 され ると、不確

実性に備 えるための貨幣需要が増大 し、通貨流通の変動が激化する。すなわち、窮迫の

時期には 「活動的流通」の減少に加 えて 「非活動的流通」が増加す ることで窮迫は強め

られ、反対に豊富の時期には 「活動的流通」の増大 と 「非活動的流通」の減少が重なる

ことで交易や投機への刺激が強め られ、 さらにはその変化の見通 しについての予測の困

難 さがパニックを生起 しやす くす るというのである。

この他 の弊害 として、市場利子率の変動が激化 しやすいこと、窮迫の時期には、倒産、

パニ ック、不信が広がれば広がるほど価格 の下落 と為替の転調 という目的が達成 しやす
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くなるため、 イングラン ド銀行は援助 を抑制 しがちにな り、銀行や企業への打撃がよ り
　

深刻 にな るこ と、 な どを挙 げ てい る。

2.預 金 と通 貨

ギルバー トは、 『通貨 と銀行業』において、紙幣、預金および手形 と通貨 との関係やそ
　ラ

れらが価格に対 してもつ作用について考察 している。

パーマー をはじめ とす るいわゆる通貨学派は、紙幣 を鋳貨の代替物 と規定す るととも

に、固有の価格 をもたない紙幣の流通量 を人為的な調整に よって仮想 された金属通貨量

と一致 させ るこ とによって同一の機能を もたせ ようとしている。 その際に、金の流出入

が金属通貨の変化 を測 る試金石 と見なされ る。これに対 し、ギルバー トは、紙幣だけで

な く為替手形なども金属通貨の代替物 と認めながら、 またそれ らや預金が もつ通貨機能

の相違 を考察 しつつ、その主張への反論 を展開 してい く。

まず金については、それが貨幣であると同時に交易の対象物で もあるという点か ら、

その地金の準備量 を必要 な金属流通量 と同一視 するこ とは誤 りだ とす る。預金について

は、それ を通貨に含め るのは不適切であるとされているものの、同一銀行の口座間での

帳簿上の移転による決済が行われ るこ とによって預金が貨幣機能の一部 を遂行 し、 また

異なる銀行間であっても、手形交換所で勘定 の決済が行 われ るな らばそれらの銀行が単

一の銀行か ら構成 されているように見 なす ことができ、同 じ効果が得 られるとされてい
　

る。 同様に為替手形について も、貸付 と負債 の移転に利用 され、手形交換所での交換に

よって決済 され ることで、銀行券 と同 じように貨幣の機能 の一部 を果た していると見な
　

されている。

預金や為替手形が価格 に及ぼす影響 について考察 されている部分 は、 ギルバー トの信

用概 念の内容 をとらえる上 で重要である。

まず預金については、預金量の変化 によって通貨量が甚だ しく変動す るこ とはないと

見なされている。 とい うのは、 たとえ預金が大量に預 け入れ られた として も、貨幣価値

が増大す ると、預金が引き出され るか、手形割 引が増えることになるか らである。 しか

しながら、預金はイングラン ド銀行の発券に関す る気前よさの測定手段 となるこ と、そ

して、二つの時点で通貨流通量 と地金量が不変であ るに もかかわらず預金量が増大 して

おれば、同行 は発行量 を増大 させ たと考 えられるとしている。つ まり、「他の事情が同 じ
　

であれば、預金の増加は発行量の増大を示 し、預金 の減少は発行量の減少 を示 している」

のである。そ して、投資先が見つか り次第直ちに運用に回す 目的でイングラン ド銀行 に

預金がなされているのであれば、その預金は、銀行券 を所有 している場合 と同 じ影響 を

価格 に与え、その影響の大 きさは預金者が商品の購入にどれだけ用いるか、 またいかに
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適切な投資先を得 られるかに依存す るとしている。

さらに、 ギルバー トは、銀行による信用創造の作用について触れなが ら、預金が価格

に及ぼす作用につ いて次のように説明を展開す る。個 人銀行 に預金がなされた場合、預

金者はその分の購買力を保持 し、個人銀行は一部 を準備金 として手元に置 き、残 りを手

形割引や証券購入の形で投資す る。 こうして新 たな購買力が得 られ、「活動的流通」に付

け加 わる。 イングラン ド銀行 も個 人銀行 と同 じように、預金 を利用す るこ とができ、 し

かも自行の銀行券で預金への支払いをなしうるので準備 は必要ではない。 このため、預

金者が購買力を保持 するに伴 い、イングラン ド銀行はそれ と同額の流通量 を増大 させ る

ことがで きる。 さらに、適正 な流通量が存在す るときに、同行が公債 を購入す ると、直

ちに使途のない銀行 券は還流 して預金 となる。 この場合、購買力が同行に よって創造 さ

れたことにな り、預 金者が投資 を行お うとするな らば、価格の上昇や投機への刺激をも

たらす ことになるというのであ る。 もしイングラン ド銀行が流通量を追加す るならば、

その分だけ、通貨流通量 と預金量が追加的に増大する。 こうして、ギルバー トは、イン

グラン ド銀行の預金の方が民間銀行の預金に比較 して価格に大 きな影響 を及ぼす ことを

指摘す る。ここで最 も注目すべ きは、彼が預金が もつ信用創造の作用 と効果の大 きさに

ついてかな り的確に把握 していることである。

他方、手形の価格 に対す る作用については、以下のような説明をしてい る。正当な為

替手形は取引に先行す ることはな くその結果 であるために、地方銀行の発行する銀行券

と同様に価格に影響 を及ぼ さない。これに対 して、資本の拡大のために振 り出される融

通手形は、イングラン ド銀行による債券や地金の購入向けの銀行券発行 と同 じ効果をも

ち、 この資本で購入される商品の需要 を増大 させ ることによって、価格 を上昇 させ る作

用 をもつ。そして、融通手形は、貨幣が豊富なときに容易に割引され、その結果大量に

出回るこ とが指摘 され る。

3.株 式銀行 と単一発券銀行

次 に、 ギ ルバ ー トの フ リー バ ンキ ン グの主 張に つ いて検 討 して み るこ とにす る。 彼 は
　

フ リーバ ンキ ングの優 位 「生を以下 の よ うに要約 して い る。

1.多 数 の発 券銀行 が あ る こ とに よって、 手形 交換制 度 に よって互 いにチ ェ ッ クし合

っこ とが で きる。

2.単 一 の発 券銀 行 には 多数 の発 券銀行 ほ どに通 貨量 の変動 を防止す る とい う保証 は

な い。

3.外 国為 替 に よ る調整 の 原則 に基づ く通 貨は、農 業 、工業 、鉱 業の事 業 に適 しな い。

4.一 単一 の発 券銀行 では、地 方 の状 況 に応 じて通 貨 を分 配す るこ とはで きない。
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5.単 一の発券銀行制 をとると、地方銀行に よる交易や産業への援助 は縮小 され、そ

の結果 とくに中間階級への負担の増大 を招 くことになる。

6.発 券か らの収益が得 られない と、費用をまかなえな くなるために廃業す る銀行や

支店が出て くる。 そうす ると、その地方は銀行の便宜 を受け られな くなるであろう。

7.単 一の発券銀行は政府 よりも強力にな り、専制や党派の目的に濫用される危険性

が増大す ることになろう。

{

響

…
蟹

この要約 に見られ るいくつかの特徴 を列挙 してみよう。

まず第一に、 ギルバー トはここで取 り上げた論文では明示的に述べていないが、金免
　

換制を前提 にしているという点が指摘されねばならない。

第二には、ギルバー トは、為替手形、銀行 口座、銀行間交換の増大によって、銀行券

の使用量が減少 し銀行の信用機能が重要 となる傾向 を指摘 しなが らも、銀行券の発行権

限を民間銀行が保有することを不可欠 と見なしている点である。付け加 えて言 うと、少

額銀行券について も、それが発行 されれば銀行券流通の比率は高ま り、多額の金貨 を節

約で きることが強調 されている。銀行券の自由な発行は、彼のフ リーバンキング構想に

とって不可欠な要素 と考えられているのである。

第三は、手形交換所 を銀行券発行の相互チェックを保証す る機関 として重要視 してい

る点である。他のフ リーバ ンキング論者 と同様に、 この機関が発券銀行 間で競争原理が

機能す る上で核心的な地位 を占めると考 えられている。

第四に、大規模 な株式銀行の存在が、この競争原理の機能 をよ り安定的に保つ と想定

されている点である。彼は、イングラン ドでは、さまざまな規制のために、交易 と国富

が増大するのに伴って小規模 な銀行が多数設立 され、 とくに株式銀行の発展が阻害 され

て きたことを指摘す るとともに、規制の廃止によって、多数の小規模 な地方銀行はロン

ドンの大銀行に集約 され、 また広範な支店網 をもつ大資本 を有す る少数の株式銀行が設

立され、 さらに存続する地方銀行はこれ らの株式銀行の監督下に置かれ ることで、通貨

流通はより安定化す るとしている。このような株式銀行 の発展によって、 さまざまな地

方におけ る交易 と商業の状況か ら生ず る地域的に特殊 な通貨需要にも対応することがで

き、他方、単一の発券銀行のシステムではそうした要請には応えられない というのであ

る。

第五は、国内の通貨流通 と外国為替の管理 との分離 を基礎 としたフ リーバンキングで

あるということである。この分離の方法については、『1839年の貨幣市場の窮迫の原因に

ついての研究』の中で詳 しく述べ られている。外国為替の管理 については、為替安定化

のための勘定の設定や、政府および中央銀行間の協力による為替安定化の方策が提起 さ

れている。 その具体例 として、フランス銀行か らのイングラン ド銀行への融資に関す る
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協定や、アイルラン ド銀行 によるロン ドンか らの資金調達の試みが取 り上げられている。

後者については、1804年 のアイルラン ドの通貨 と外国為替に関する下院委員会の報告書
　

の内容が詳 しく紹介 されている。 この委員会では、通貨の収縮以外の方法で為替に対応

す る方途 として、アイルラン ド銀行の銀行券の党換請求にイングラン ド銀行券で払 うこ

と、 ロン ドンでイングラン ド銀行券に交換できるようにす ること、 ロン ドン宛のイング

ラン ド銀行券建 ての為替手形を交付す ることが検討 され、最終的にアイル ラン ド銀行が

ロン ドンで信用を設定す ることが推奨 された。 これ らはいずれ も、国内の通貨流通 と外

国為替 とを分離 しようとするものである。

ギルバー トがイングラン ドの外国為替の動向に楽観的なのは、貿易や金融に占めてい

るイングラン ドの国際的な地位について確信 をもっていたか らで もある。 イングラン ド

の製造業は強力であるため、外国為替が順調の時にイングラン ド銀行が流通量 を拡大 し

な くて もそれが逆調になることはあま りないこと、不作 などによって外国為替が一時的

に逆調になって も、国内の通貨流通の状態が健全 であれば必要以上に金が流出すること

はないこと、貿易収支の黒字を解消するために穀物の輸入や外国への貸付 を促進す るこ

とが必要 なこ と、などを考慮すべ きだ としている。

最後に1844年 の銀行法に対するギルバー トの見解 に簡単に触れてお くことにする。

周知のことであるが、同銀行法の内容は、イングラン ド銀行 を発券部 と銀行部 とに分

離 し、前者が発券業務 を扱い、1400万 ポン ドまで政府債券に基づ いて保証発行 をす るこ

とができ、それを超える部分 は金準備を必要 とする、 とい うものであった。同時に、銀

行券の発券権限を同行に漸次集中させ るため、地方銀行には新規の発行 を認めず、発券

銀行が発行を停止 した場合には、その分 の2/3を イングラン ド銀行の保証発行額に追加

するとい うこ とも定められた。また、イングラン ド銀行券をイングラン ドとウェールズ

の法貨とす ることがあらためて確認 された。

ギルバー トは、『銀行業の歴史、原理、および実践』の第22章 で、この銀行法の下 で金

融情勢および民間銀行の経営がどのような影響を受けるかについて叙述 している。

彼は、同銀行法は基本的にパーマーの原則のよ り効率的でよ り広範な実行 をめざした

ものだとした上で、次のように説明 している。発券部は 「自動」機械 として働 く一方で、

銀行部の置かれる状態はよ り複雑になる。銀行部は、その預金量が絶えず変化す るのに

伴 って政府証券 を売買す ることになろうが、貨幣の逼迫時には価格 を大幅に引き下げて

も売却できな くなる。 そうなれば、銀行部は預金の支払いを停止することにな り、国内

の金需要が発券部へ集中す る。窮迫の際には、イングラン ド銀行は自らの銀行券の交換

性の確保 を優先せ ざるをえないので、金融的支援が うち切 られてパニ ックが生 じるであ

ろ う。金が流出か ら流入に転 じるまでの困窮が最 もひ どい時期、同銀行法の成立以前に
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は、イングラン ド銀行 は発券 を拡大 して窮迫 を除去す ることができたが、その成立後は、

金が還流す るまで銀行券は追加で きないためにこうした措置は とれな くなる。 イングラ

ン ド銀行か らは裁量権が奪われ、有効 な手段 を講 じることがで きな くなる結果、貨幣の

豊富、利子の低下、投機 の刺激、それに続 く窮迫 とい う過程はよ り不安定化す るであろ

う。

また、同銀行法は民間銀行の経営 をも不安定にす ると主張す る。す なわち、貨幣が豊

富な ときは、利子率 の低下のために軽率 な投資に走 りやす く、貨幣の不足時には、預金

量は減少 し、「永久的預金permanentdeposits」 の利子率は上昇 して多額の資金が遊休

したままになる。そ して貸付先の倒産や 国債の現金化の必要性による損失の危険は高ま

り、銀行はこの利潤の減少 を証券へ の投資の増大 で補お うとす るであろうというのであ

る。
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(1の 為 替 手 形 に つ い て は 、 と くに 商 工 業 地 域 で は 流 通 媒 介 物 の 大 部 分 を 占め て い る た め に 、 大

き な 効 果 を もつ と 見 な さ れ て い る。 ロ イ ドに よ る と、1826年 の マ ン チ ェ ス ター で は 流 通 媒

介 物 の9割 は為 替 手 形 か ら 、1割 は 銀 行 券 と金 か ら構 成 さ れ て い る が 、 イ ン グ ラ ン ド銀 行

の 支 店 が 開 設 さ れ て か ら、 同 銀 行 券 が 増 大 して 為 替 手 形 は減 少 した 。Ibid.,p.20.

(18)Ibid.,p.17.

㈹ ス コ ッ トラ ン ドや ア イ ル ラ ン ドで は 銀 行 業 が 自 由 で あ っ た の で 、 少 数 の 大 規 模 な 銀 行 が 存

在 して い た 。 ギ ル バ ー トが 挙 げ て い る数 字 に よ る と、 当 時 、 ス コ ッ トラ ン ドで は28行 、 ア

イ ル ラ ン ドで は ア イ ル ラ ン ド銀 行 を 除 い て5行 、 これ に 対 して イ ン グ ラ ン ドで は91行 に の

ぼ っ て い る。Ibid。,PP.121-2.な お 、 ロ イ ドや ノー マ ン は 、 ア メ リ カ の 「自由 銀 行 制 度 」

を フ リー バ ン キ ン グ の 弊 害 を例 証 す る もの と し て 取 り上 げ て い る。 これ に 対 して ギ ル バ ー

トは 、 ア メ リカ で は す べ て の 銀 行 は勅 許 銀 行 で あ り、 株 主 責 任 が 制 限 さ れ て い る な ど イ ン

グ ラ ン ドに お け る株 式 銀 行 と 同 じ もの で は な い こ と、 そ こ で 多数 の 銀 行 が 存 在 し て い るの

は フ リー トレ ー ドの 結 果 で は な くて 立 法 府 の 行 為 の 結 果 で あ る こ と、 ま た 銀 行 券 交 換 制 度

が 存 在 し て い な い こ と を 理 由 に 、 フ リー バ ン キ ン グ と は 無 関 係 で あ る と して い る。Ibid.,

pp.44-5.

⑳ ギ ル バ ー トは 、 窮 迫 の 際 に 、 イ ン グ ラ ン ド銀 行 が 自 己 の 銀 行 券 の 免 換 性 を確 保 せ ざ る を え

な くな る こ とに つ い て 、「不 換 紙 幣 を擁 護 す る もの で は な い が 、イ ン グ ラ ン ド銀 行 に よ る現

金 支 払 い停 止 よ り も大 き な 国 民 的 災 禍 を容 易 に 想 像 し う る」と述 べ て い る。Ibid.,p.31.ま

た 、 外 国 為 替 に 基 づ く通 貨 量 の 調 整 が もつ 弊 害 を、 不 換 紙 幣 の もた らす 弊 害 に 等 しい と見

な して い る 。Ibid。,p.22.

⑳14η1ηg〃 勿 勿`o'舵Cα πs6s...,pp.53-7.ま た 、 この 報 告 書 で は 、1763年 に お け る ス コ ッ
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トラン ドの二つの勅許銀行が為替 レー トの人為的な上昇 に対 して とった措置や、1792,3年

の信用の麻痺、1795年 の倒産、お よび1797年 の困難がス コッ トラン ドの勅許銀行 には拡大

しなかったことの事例につ いての証言が取 り上げ られている。 また、 この委貝会 で、アイ

ルラン ド政府が イングラン ドに資金 を置いてア イルラン ド銀行 に為替 を調整す る能力 を与

えるように提言 されたことが引用 されてい る。
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